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巻　頭　言

副会長　田
たなか
中　政

まさひこ
彦

暑かった夏が過ぎ去りさわやかな秋風を感
じるころとなりました。会員の皆様には益々
ご健勝のこととお喜び申し上げます。
本年 4月の診療報酬改定では，勝ち組と

負け組みが割りとはっきりしたらしいとささ
やかれている。7：1の入院基本料を取得し
て急性期医療に特化することが出来たごく一
部の地域中核病院では，むしろ診療報酬が上
昇したらしい。しかし多くの地域に密着した
地域中核病院では，診療報酬の低下を認め苦
戦を強いられているらしい。独居（または独
居に近い）生活をしていた高齢者がよく遭遇
する脳梗塞や肺炎などで入院し，臥床安静が
必要な期間が 1週間も続けばADL は著明に
低下して離床は車椅子から開始，リハビリを
行い 3点歩行が可能になっても在宅の設定
はなかなか進まず，あっという間に 30 日を
越えてしまう。このような高齢者の入院患者
が全入院の 30％以上を占めれば平均在院日
数は瞬く間に上昇してしまう。しかしながら
地域中核病院はそれらの高齢者が必要として
いる急性期医療を担う義務を負っているし，
現場でその医療に携わっている個々の医師た
ちは多くのコメディカルとともに倫理感にも
えて日々奮闘している。
かつて“赤ひげ”は医の全てを持つ賢人（マ

ドリッド宣言で謳われたプロフェッショナ
ル・オートノミー　Professional Autonomy 
を律する医師）として象徴的に存在してい

た。バブル期に頂点を迎えたマスメディアの
時代ではメディアの取り上げる医師たちがカ
リスマ性をもってもてはやされ，その診療を
受けるための長い患者の列ができた時もあっ
た。しかしながら今や医療の評価はパラダイ
ムシフトしており，医療サービスという枠組
みの中において個々の患者さんの患者満足度
（CS）で評価される時代となってきているよ
うに見える。医療の消費者である患者は医療
を受ける立場ではあるが，もはや単なる受動
的な弱い存在ではない。インターネットが普
及した現在の情報化社会において，自らが消
費する医療サービスをCSにてらしあわせて
自ら賢く選択しはじめている。
医療の質は診療技術や実施される検査ばか
りでなく，患者の立場に立った全人的対応，
安全管理，情報開示などにより医師を中心と
するコメディカルと患者との信頼関係が構築
されていることにも趣がおかれつつあるよう
である。より本質的な意味での患者中心の医
療が患者によって評価される時代となってき
ている。診療報酬改定に際していつも脳裏を
掠める事ではあるが今回の改定は本当に患者
中心の医療に向かっているのだろうかという
ことである。
同窓生諸兄が個々の持ち場の医療現場で
“赤ひげ ”たらんと奮闘していることに敬意
を表しつつ筆を置きます。
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